
議案第８１号 

 

指定管理者の指定について 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定に

より、公の施設の管理を行わせる者を別紙のとおり指定するものとする。 

 

令和５年１１月３０日提出 

 

北名古屋市長 太 田 考 則 

  

 

提案理由 

 

この案を提出するのは、北名古屋市鹿田児童館の指定管理者を指定する

ため必要があるからである。 

 

 

 



北名古屋市鹿田児童館指定管理者 

 

１ 指定に係る施設の名称 

  北名古屋市鹿田児童館 

２ 指定の相手方 

  北名古屋市熊之庄十二社１１１番地２ 

 ＮＰＯ法人ゆめ・ひと・みらいづくりサポーターズひまわり 

  代表者 吉 田  舞 

３ 指定の期間 

  令和６年４月１日から令和１０年３月３１日まで 



施設及び法人の概要 

１ 施設の概要 

 ⑴ 名 称 

   北名古屋市鹿田児童館 

 ⑵ 所在地 

   北名古屋市鹿田花の木１０６番地 

 ⑶ 敷地面積 

   ６５０．０１㎡ 

 ⑷ 施設規模 

   鉄筋コンクリート造２階建 

建築面積  １６７．８３㎡ 

延べ床面積 ２８２．９７㎡ 

 ⑸ 施設内容 

   遊戯室、図書室、便所、事務室、クラブ室、倉庫、自転車置場 

 ⑹ 開館時間及び休館日 

  ア 開館時間 

    午前９時３０分から午後６時まで 

  イ 休館日 

    日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び１２月２９

日から翌年の１月３日まで 

 ⑺ 利用状況 

   令和４年４月から令和５年３月までの実績 

   利用人数 ２０，５５３人 

 ⑻ 利用料   

無料 

 ⑼ 指定管理者制度導入年月日 

   平成２４年４月１日 

２ 「ＮＰＯ法人ゆめ・ひと・みらいづくりサポーターズひまわり」の概

要 

 ⑴ 主たる事務所 



   所在地 北名古屋市熊之庄十二社１１１番地２ 

 ⑵ 目 的  

子どもたちの夢を育み、人をつくり未来につなげることを目標とし、

子育てしやすい環境づくりや児童健全育成、事業や活動を通じて様々

な経験や体験の場を提供することを目的とする。 

 ⑶ 組 織（令和５年４月１日現在） 

  ア 理事長 吉田 舞 

  イ 役 員 理事長、副理事長、理事１名、監事１名 

  ウ 職 員 １４名 

 ⑷ 指定管理者としての実績 

  ア 井瀬木児童館の指定管理者 平成２１年４月１日から現在まで 

  イ 鹿田児童館の指定管理者 平成２４年４月１日から現在まで 

 


